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裁判員経験者の意見交換会議事概要 

１ 日時 平成２７年１月２１日（水）午後３時から午後５時１分 

２ 場所 東京地方裁判所第２会議室 

３ 参加者等 

司会者 前 田   巌（東京地方裁判所刑事部判事） 

裁判官 安 藤 範 樹（東京地方裁判所刑事部判事） 

検察官 松 井   洋（東京地方検察庁公判部副部長） 

検察官 小 松 武 士（東京地方検察庁公判部検事） 

検察官 粉 川 知 也（東京地方検察庁公判部検事） 

弁護士 臼 井 智 晃（東京弁護士会所属） 

弁護士 山 岡 通 浩（第一東京弁護士会所属） 

弁護士 牧 野   茂（第二東京弁護士会所属） 

裁判員経験者８名は，着席順に「１番」等と表記した。 

４ 議事概要 

司会者 

 定刻になりましたので，裁判員経験者の意見交換会を始めさせていただき

ます。裁判員経験者の皆様には，本日は本当にお忙しい中お集まりいただき

ましてありがとうございました。私は司会進行を務めさせていただきます東

京地方裁判所刑事８部の裁判官の前田と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

 今回の意見交換会のテーマは，裁判員裁判の分かりやすい審理ということ

で設定をさせていただきました。その中でも，審理の中心である証人尋問・

被告人質問が裁判員の皆様にとって分かりやすいものだったかということに

ついて，御意見をいただきたいと思っております。また，それについて検察

官や弁護人の冒頭陳述とか論告・弁論，あるいは裁判官の説明がどのように

その証拠の理解を助けたか，こういうことについても時間が許しましたらお
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伺いしたいと考えております。 

 ここで証拠が分かりやすいということの意味合いについて，私どものほう

が持っている問題意識をごく簡単に説明させていただきますと，どんな話か

分かったかと，頭に入りやすいかと，こういうことが第一弾としてどなたの

頭にも思い浮かぶと思うんですが，それは当然の前提とした上で，印象や記

憶に残りやすいのか，あるいはその次の問題として，その話は本当か，嘘と

か間違いがないかとかですね，あるいは抱いた疑問が解消されたか，こうい

うことにもちゃんと応えていたのかどうか，あるいは何がその証拠で分かっ

たと言えるか，こういう事柄について自分なりの御意見を皆様に持っていた

だいて，他の方と議論ができる，こういうような材料として分かりやすい証

拠調べが行われていたかどうか，これが大事であると思います。そういうこ

とについて，本日は実際に裁判員裁判を体験された皆様の裁判員裁判ではど

うだったのか，忌憚ないところをお伺いして，私どもが今後法廷の審理でど

のような訴訟活動をしなければいけないのかということについて考える一助

にしたいと思っております。 

 私のほうからそれぞれの方が御担当されました事件について最初にごく簡

単に紹介させていただきまして，その上で，担当された事件の審理に関する，

全体的な印象をそれぞれの方からお伺いできればと思います。番号の順にお

願いしたいと思います。まず１番の方ですが，１番の方が御担当になった事

件は，知り合いの夫婦を旅行の口実をつけて連れ出して，睡眠薬を飲ませた

上でロープで絞め殺して，その上でクレジットカードなど持っていた金品を

強奪し，死体を土に埋めて，奪い取ったカードを使って大量の回数券などを

買おうとした事件であったと伺っております。争点としては，この被告人が

犯人かどうか，これが争われた事件だと聞いておりますし，また刑もそうい

う事件でしたので死刑の求刑があったと聞いております。検察官が請求した

証人の数が１３名で，まさに今回のテーマとの関係では非常に御苦労の多か
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った，また御負担の多かった事件かなと考えておるところなんですが，いか

がでしたでしょうか。 

１番 

 御紹介にあったような事件だったものですから，実際始まってみれば，も

う少し時間が欲しいなというところも実は感想としてはありました。やはり

求刑として死刑の求刑だったという事件だったので，その決断をするには，

やっぱりそれなりの時間といいますか，もうちょっとこういうところが分か

ればなとかですね，そういうところがどんどん出てくるような事件だったも

のですから。提出された証拠そのものについては非常に分かりやすく御説明

になっていたし，議論としてもかなりの時間をかけて議論をしたというとこ

ろもあるんですが，その中でやっぱり若干もう少し，こういう方の証人がい

ればいいのになとかですね，そういうような話も感想としては持っていたと

いうところです。実際のところ，証拠調べを終わって最後の論告に行かれる

前にちょっとお時間をいただいて，改めて御質問というようなこともさせて

いただいたりとかですね，そういうこともさせていただいたという状況です。

証拠の提出の仕方とか質問のされ方という意味では，かなりよく理解できた

裁判だったかなというふうに思います。 

司会者 

 ありがとうございました。それでは，続いて２番の方ですが，２番の方が

御担当になった事件は６番の方の事件と同じで，被告人が飲み屋に行ったと

ころ，店内にいた被害者からけんかを売られて自宅に帰らなければいけなく

なってしまい，それに腹が立って，再びその店に出かけていって，殺意を持

って，まず１番目の被害者Ａさんを刃物で刺し，もう１人Ｂさんという方の

右腕も切りつけた事件だと聞いております。そういう殺人未遂と傷害の事件

ですが，Ａさんに対する殺意が認められるかどうか，これが争点だったとい

うことで，この事件でもその現場にいた複数の方の話を聞くなどされたよう
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ですけれども，印象としてはどうだったでしょうか。 

２番 

 裁判全体の印象から言うとですね，公判全体を見て，それぞれの証人の方

の話してる内容は分かりやすかったです。ただ，当然矛盾がある。それから

弁護人の方の主張と検察官の方の主張との矛盾を，その証人の方の話を聞き

ながら，どこが本当なのかなというところを詰めるという点では，意外に難

儀したのかなという印象はあります。それが今回の裁判に対する私の感想の

１つですね。そういう面で，他の裁判員の方々との評議の中で，いろんな疑

問があったり，それでありながら，また次に違う公判で話を聞いていくとい

う作業ができたという点ではよかったのかなというところです。はい，以上

です。 

司会者 

 それでは，次に３番の方ですが，３番の方は，これは殺人事件なんですけ

れども，飲食店を経営されてる交際中の被害者に多額の経済的な援助をして

いたんだけれども，自分のほうが経済的に行き詰まってそれができなくなり，

１億円の遺産を相続するという嘘をついてその関係をつなぎとめていたんだ

けれども，すぐその嘘がばれてしまった。こういう状況の中で被害者の方の

首を絞めて殺害したという殺人事件ということでした。被害者から頼まれて

やった嘱託殺人だという被告人の主張があって，そういう依頼があったのか

どうか，これが争点だったという事案と伺っております。 

３番 

 私のほうで担当させていただいた事案は，いわゆる密室殺人ということで，

被告人の方の御意見というか主張しかない状況の中で，非常に難しいという

ところで，なかなか結論が出せないところがあったんですけれども。やはり

検察側の方と，あと弁護士の方と両方から出していただいた証拠書類につい

ては，非常に整理されていまして，その事実関係というのを明確にしていた
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だいた分，その中から判断をしていくという形になっていました。ただ，ど

うしても被告人の方の意見をその証拠と突き合わせていって，じゃあ果たし

てこれでいいのかという迷いの中でのものだったんですが，今回のテーマと

しては，さまざまな資料，それから証人の方のお話等ですね，非常に分かり

やすいものだったと記憶しております。以上です。 

司会者 

 ありがとうございます。それでは，４番の方の担当された事件ですが，こ

の事件は路上で男性の通行人，これを後方から足を引っ張って転ばせて殴り

つけるなどして現金が入った財布を強奪し，その際にけがをさせたという強

盗致傷と，その翌日に駅の券売機前で切符を買おうとしている男性の財布を

ひったくったという形で起訴された事件と聞いております。そういう強盗致

傷と窃盗の事件ですが，被告人が精神疾患の症状等をお持ちの方で，その責

任能力が争われたということで，精神鑑定をしたお医者さんの証言を聞き，

その信用性も争点になるという事件だったと聞いております。 

４番 

 はい。今のとおりの話で，責任能力がやはりちょっと難しかったんですけ

ども，出された資料はものすごく分かりやすくて，裁判官の方が補足してく

ださったので，自分なりにはすごく分かりやすかったです。何というんです

かね，やっぱりちょっと病気のところとかが僕自身は分からないところがあ

ったんですけど，医師の方がいらっしゃったり，その方に対していろいろ聞

いてくださるところが，的確だったという言い方は変ですけれども，かなり

補足になっていて，自分なりにはこうだろうなあという，腑に落ちる感じで

した。全員がどうだったかは僕は分からないんですが。 

 事件から裁判まで時間が経ってる事件だったので，今見ている被告人と１

年前の状況とかその当時のことが，そこはちょっと曇りは取れないんですけ

ども，自分なりにはよく理解できた理由は，やっぱり時系列で表を出してい
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ただいたり，裁判官の方が結構分からないところのポイントをこうですよと

言ってくださるので，ちょっと明るくしてくれたという感じです。 

司会者 

 ありがとうございました。それでは，次に５番の方ですが，５番の方の担

当された事件は，覚せい剤が隠匿されたスーツケースを成田空港行きの飛行

機に持ち込んで，成田で降り立って輸入したけれど税関の検査で発見された

という覚せい剤の密輸事案ということです。争点としては，スーツケースの

中に覚せい剤が入ってると分かったかどうかということですが，税関職員の

証人尋問が行われているようです。通訳を使った事件ということで，特に証

拠調べという観点で何かお気づきのところもあるかと思います。そんなこと

も含めて全体として感じられた印象などをおっしゃっていただければと思い

ます。 

５番 

 今回は薬物についてだったので，直接その被害者の方というのがいるわけ

ではないですし，日常的な犯罪とはちょっと一般的には思えないというとこ

ろがあったので，こういった裁判も裁判員裁判の対象なんだというのにまず

ちょっと驚きました。外国人の方だったので，実際裁判も通訳の方を介しな

がらという形だったので，そこがちょっと分かりづらいというところもあり

ました。あと，証人の方はお二人で，税関の職員の方だったので，いろんな

方からお話を聞くというよりも，割と何か決まった形の話が続くというよう

な感じになってしまって，どうしても被害者側の人間というのがいないので

仕方ないかと思うんですけれども，そういった意味では，ちょっと偏りがあ

ると言ったら語弊があるかもしれないんですけれども，もうちょっといろん

な角度から証拠とか証人の話とかを聞けたら，もうちょっと議論も深まった

のかなと思うところが少しありました。でも，全体的に，すごく裁判官の方

がいろいろ分かりやすく用語なども説明してくださって，私達素人でしたけ
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れども，本当に充実した時間を過ごすことができたと思っています。 

司会者 

 ありがとうございました。それでは，６番の方にお伺いします。事案自体

は先ほど紹介させていただきました。そういうことで，お感じになったこと

などお願いいたします。 

６番 

 担当した裁判では殺意があったかなかったかということが争点になってい

たんですけれども，多分記憶に間違いがなければ，最初に裁判における殺意

というのはという説明を裁判官の方からしていただいたんですが，それがや

っぱり私が日常感じていた殺意とはちょっとずれがありましたというか，そ

れをすり合わせていくのが私にとってはちょっと難しかったという印象はあ

ります。証拠調べについては，本当に事細かにいろいろ話があったんですが，

ところどころ私にとっては分かりにくいところがありまして，そのことで，

ああ，もっとちゃんと聞けばよかったという場面もありましたけれども，全

体的には，それでも最後には一つにつながって，自分の中で理解ができたと

いう事案でした。 

司会者 

 ありがとうございます。それでは，７番の方の事件ですが，７番の方の事

件は，ちょっとこれは複雑で私も余りうまく説明ができる自信がないんです

けれども，事件が３つあります。１つ目が，朝早くに独り暮らしの女性Ａさ

んの部屋に侵入して，包丁で脅したり手首を縛るなどして，まず現金の財布

を奪うとともに，抵抗できないＡさんを強姦した。こういう事件が第１の事

件です。その３週間後のやはり朝早くに，別の被害者Ｂさんの家に侵入して，

また現金を奪った。実はこれが第３の事件とされています。その第３の事件

の前後にＣさんの家にも侵入してショルダーバッグを盗んだというのが第２

事件とされています。こういう事件なんですが，争いになったのは最初の事
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件，第１事件の部屋に入った回数で，それによって強盗強姦罪という重い罪

に当たるのか，窃盗と強姦とに分かれてしまう事件なのかというのが１つで

す。それからもう１つは，ショルダーバッグを盗んだとされる第２の事件，

最後に申し上げた事件ですが，これは被告人が犯したものではないというと

ころが争いになっていると。それは第３の事件を犯してるんだからできない

というような主張でしょうか。どんな御感想を抱かれたかということをお願

いいたします。 

７番 

 ３つの事件で起訴されてたんですが，本人の供述も１年前に逮捕された直

後と公判に向けてのところで変わっていたりして，こちらもどう考えたらこ

の筋のストーリーが合理的につながるのかというのを常に考えていましたが，

資料として検察側の言い分と弁護側の言い分を１枚の紙で両方対比できるよ

うに時系列で整理した紙を入れてくださっていて，それを指針にして，こう

いう時系列なんだなというところを見ながら行きました。証拠調べというの

が最初にあって，いろんなものを見たり，写真を見たり実物を見たりという

ところが出てくる段階では，なぜこの写真が出るのかとか，なぜこの物を見

るのかという説明がなく見るので，何でこれが出てきたのかなと思って見る

んですが，後で評議の場で話がだんだん進んでいくと，あっ，あのときこれ

を見ていたのはこのためだったのかと，この手ざわりを確認してほしかった

のはこのためだったのかというのを後になって自分の中では納得していって，

公判が終わった最後に，あっ，こういうストーリーだったのか，じゃあこの

証拠はここにはまるんだということがやっと自分の中で分かったんですが，

結果的には過不足なくきちんと必要な証拠が必要なだけあったなという印象

でした。以上です。 

司会者 

 ありがとうございます。それでは，８番の方の事件の紹介をさせていただ
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きます。宅配業者を装った３人組の押し入り強盗が家に押し入って，そこに

いた女性にけがを負わせ，奪い取ったお金は１３００万円余りに上るという

事件です。その事件について，被告人もその共犯者かどうか，これが争われ

た事件と聞いております。有罪の確定した共犯者が被告人も共犯者であると

述べたことからこの裁判になってるということで，その証言の信用性が一番

大きな争点だったという事件ですが，審理に関与された御感想はいかがでし

ょうか。 

８番 

 まず本日のこのメインテーマ，分かりやすかったかどうかということだけ。

まず，検察官の説明，資料のプレゼン的な内容と，あと弁護人のそれぞれが

何をおっしゃりたいかというのはちゃんと分かりました。ただ，それが事件

の本質のほうに向いてるかどうかというのはちょっとまた別のお話になりま

すけれども，私も含めて当時の他の裁判員，裁判官も含めてですけど，それ

ぞれ出された証拠の内容，証拠の提示の仕方などはちゃんと分かりました。 

司会者 

 それではですね，今一通り皆様が担当された事件と，その中でお感じにな

ったことということでお話しいただいたのですが，分かりやすさという意味

で言うと，多くの方からは証拠の内容は分かりやすかったという御評価をい

ただいて，また御自身なりに判断する上でも十分それができたのだというお

話であったかと思います。一方，一部の方からは分かりにくいところがあっ

た，あるいは最後に全部そろってみて自分で組み立てたときに，あっ，そう

だったのかという，そのときまで分からなかったと，こんなお話もちょっと

出たりしました。そんな中で，証拠の組み立てといいますか見通しみたいな

ところはまた別の話としてさせていただくので，ここでは，まず最初に証拠

自体がどう理解できて，評価できて，自分なりの意見を持って議論に臨めた

かと，こういう観点，６番の方から御指摘のあったところですね。分かりに
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くいところがあったというお話がちょっとあったので，具体的にどんなとこ

ろがそうだったのかという体験をお話しいただけると助かるんですが，いか

がでしょうか。 

６番 

 分かりにくいと感じたところは証人尋問のところだったんですけれども，

同じような事例が何回か続いて，その１回ごとについて検察の方が１回目は

どうでしたか，２回目はどうでしたかということを確認していく作業をして

いたのです。１回目のことを聞いている途中から，いつの間にやら３回目の

話になっていまして，聞いてるほうは，あれっ，今１回目のことを聞いてい

たんじゃないのかな，いつの間に３回目になってしまったんだろうというこ

とで，ちょっと私の中では混乱しました。ただ，私の聞き違いかもしれない

し，ちょっとここでそれを指摘していいものかどうかも分からずに，その証

人の方の尋問が終わりまして評議室に戻ったということがあったんです。１

回目のことを聞いてるのに３回目に移っていたりとかすると，まるっきりそ

の質問の意図が全然変わってきてしまうわけで，それを判断はできないので，

そういうところがちょっと分かりにくい具体例なんですけれども，ありまし

た。 

司会者 

 今のお話は飲み屋の中で行われた刃物を振り回したとか切りつけたとか，

その回数のお話ですか。 

６番 

 犯行前に被告人がお店に何回か電話してるんですね。そのときの電話の内

容について聞かれてるときだったんですけど。 

司会者 

 そういう話の食い違いみたいなのが生じた原因というのが，質問を受けた

側の勘違いなのか，あるいはそういう勘違いを招きやすいような聞き方の問
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題なのか，どんなふうにごらんになられましたか。 

６番 

 私の印象では，質問している方がもう何回目を聞いているのかが分からな

くなっているのかなという印象を受けたんですが。 

司会者 

 ありがとうございます。そんなだからこちらも聞いていて混乱しちゃうし，

多分答える証人も混乱しちゃうんですかね。 

６番 

 被告人も，ちょっと疑問に思いながらも，多分その３回目に移ったときに

は多分３回目の話を答えてたと思うんですけども，聞いている検察官は多分

ずっと同じその１つの回を聞いてるという話の流れに見えました。 

司会者 

 ６番の方の事件は２番の方も同じ事件ですけど，何かやっぱりそういうよ

うな感じでしたか。 

２番 

 今６番の方の話を聞いて，あのときの公判のイメージをどんどん思い出し

てきたというのがあります。正直言って本来すごく最近なんですけれども，

結論だけは覚えてますが，意外に細かいところは覚えていないというのがあ

ります。ただ，今の話ですうっと全体的に見てくると，多分検察官は同じこ

とを聞きたくていろんな形を言って確認してるかなという印象を私は持って

たんですね。ただ，それがやはり今６番の方がおっしゃるとおり，全くそう

いう意図がよく分からなかったというのが１つと，それから，これは何とい

いますか，多分しゃべる証人と被告人のいろいろ表現の仕方と，聞いてる検

察官の表現の仕方がやっぱりずれが生じてるのかなというので，先ほど言い

ましたように，評議室に戻って何だかんだでみんなで話してるうちに，あの

ときはこうだったのかなというところで落ち着いてきたという印象です。 



- 12 - 

司会者 

 やっぱりその場での理解というのは，少しそういう形になると難しくなっ

てしまうというところなんでしょうか。 

２番 

 そうですね，はい。 

司会者 

 他の方でも似たような御経験というか体験とかいうのはありましたか。 

４番 

 被告人に質問してる質問の仕方について医学の知識が全くないので，そう

いう意味では分からなかったんですけど，フォローがあったのと書類があっ

たので十分でしたし，僕は分かりやすかったという回答なんですけど。もし

本当に分からない人がいたら，多分漫画とか，こっち側の言ってる人はこう

いう時系列で倒して踏みつけた，こっち側の人は転んで踏みつけてはいない

という漫画にしたらもっと分かりやすいかもしれないですけど，そこまでの

必要は感じなかったということで，分かりやすかったと答えました。実は完

璧ではないという感じです。 

司会者 

 今のお話だと，要するにあったこと自体を聞き出す上では何かやっぱりう

まく聞き出せてない。ただ，そういうような状態が自分の判断の対象なのか

なと，こんな理解をされたということですか。 

４番 

 そうですね。被告人の言ってることが１年前とはやっぱり違うとか，その

当日の被告人席でもやっぱりちょっと被告人が精神的にいっぱいいっぱいに

なって何度か中断したりということがあったんですけど。１００きれいにな

ることはもともとないとは思っていたので，判断できる材料，これは証拠に

挙げられるんではないかという，証拠の定義を聞いたりして，科学的証拠と
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は違うという定義とかいろいろ先に教えてくださって，すごく分かりやすか

ったという意味合いです。 

司会者 

 今あったお話の中で，全体としては分かりやすいというお話だったんです

けれども，それぞれの皆さんの御担当された事件の特質ということで，こん

なことがなかったでしょうかというのをちょっと伺いたいなと思うところが

幾つかございます。警察官の前では，あるいは検察官の前では前にこんなこ

とを話したでしょうと，それと今法廷で話してることと違うじゃないかみた

いなことが問題にされた例というのが１つ。それを分かりやすく問題として

聞けてるのかどうかというのが１つ。それから，何人かのお話の中にあった

専門家から専門的なお話を聞くときに，これが分かりやすいのかどうかとい

うこと。それから，通訳を挟んだ事件ということで，５番の方の話で，分か

りにくい要素になったみたいな感想もあったと思いますが，そういうものと

か。それから，これは多くの方の事件が当たるんですけれども，たくさんの

証人の話を聞いて，それで判断しなければいけないときというのがあるかな

と思いますので。先ほど御紹介いただいた事件との関係でどうだったでしょ

うかというのを順番にちょっとお尋ねしてみたいなと思います。 

 まず７番の方ですが，被告人が警察官あるいは検察官に話した内容と法廷

で話した内容が違ってるということが，また法廷で問題になって，そこにつ

いてのやりとりがあったということのようなんですけども，それを聞かれて，

何でこんなことをやってるのかとか，あるいはそのときのやりとりでこれを

判断すればいいんだなというところが御理解できたのかとか，そこ自体につ

いて御自分での判断がしやすかったかどうかみたいなところを感想で結構な

んですけどもいかがでしょうか。 

７番 

 最初の取調べのときの供述と裁判のときが違って，どっちを信じたらいい
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んだろうというときに，採用証拠として取調べのときのＤＶＤをお見せした

いということで，何か弁護人側のほうは困ると言ってたんですけども，裁判

官の御判断で取り上げていただけるということで，それを見せていただきま

した。そのときの表情であるとか無理やり言わされてないところであるとか，

そういうところも見てくださいということで。その取調べのＤＶＤを見るん

だというところには，びっくりしましたけれども，結果的にはそれは大変分

かりやすかったです。 

司会者 

 今のお話ですと，取調べＤＶＤを調べたという形で，どっちが本当だとい

うことの決着をつけたという，簡単に言うとそうなんですけれど。何という

んでしょうか，法廷での質問で，なぜ言ったんだ，どうだこうだみたいな話

のやりとりというのはあんまりなかった感じですか。 

７番 

 矛盾を突いて，こういうふうに考えたらおかしいですよねみたいな話があ

ったときに，被告人が，そうじゃありませんみたいなことをずっと一本調子

で答えて，それ以外もう絶対答えてないというか，無表情でそれを押し通し

ているというところもありましたので，これはもう完全に自分を作ってやっ

ているなという印象を受けました。 

司会者 

 ありがとうございました。これは判決を見るだけでちょっと分かったとこ

ろでもあるので，御紹介もあったのでお尋ねしたんですが，他に前に話した

内容と違うんじゃないと，その尋問の中で問題になったりしたことというの

はありませんでしたか。特に他の方の御経験された事件の中では出てこなか

ったですか。 

 次に，専門家から専門的な事柄を聞くという事案ですと，先ほど４番の方

からお医者さんの話の御紹介がありましたし，それから１番の方の事件でも，
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睡眠薬の作用について，専門家の話を聞くようなところがあったと思うんで

すが，そのあたりの話が分かりやすく聞き出せていたかとかいうところは，

４番の方からは大体あらまし伺えたので，先に１番の方からどうだったかと

いうことをお話しいただけますでしょうか。 

１番 

 睡眠薬を服用させたかどうかというところは争点の証拠調べの中で説明が

ありました。専門的な中身ということもそうなんですけども，それをどうや

って判明させるのかと，その物質かどうかをどう判明させるのかというとこ

ろも含めて，専門家の方から，解析の仕方の説明があって，かなり難しい化

学の部分の説明を随分していただいた関係で，細かいところまで分かったか

というとそうではないですが，恐らくそれで正しいんだろうなというような

認識にはなれたかなと思ってます。先ほど途中で主張が変わったという話が

ありましたけども，私がやらせていただいた事件では，その専門家の方の説

明をされた後に主張が変わったという，これまでそういうものは使ってない

とおっしゃってた方が，急にそれは使いましたみたいな話になってしまって，

結果として，被告人なり弁護人の方もそこはそうだという認識になられたの

かなと認識しています。 

司会者 

 ありがとうございます。今の点は，１番の方はまあまあ分かりやすかった

ということですが，一緒に話を聞いた多くの方も，何か例えば議論したとき

の感じでですね，みんな同じような理解に達してるんだなといいますか，あ

るいはこういうところが分からなかったみたいな話もあんまり出なかったよ

うな感じですか。 

１番 

 かなり頭が痛いと言ってました。相当に難しくてですね，その装置が，こ

ういう装置でここを通ってここの分子の個数が幾つありましたとかそういう
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細かい話でしたので，それが本当にどうなのかと。ただ，単純に専門の先生，

大学の先生だったりお医者様の先生だったりがおいでになって，こういう状

況が現れたときはこういう見解になりますというところは理解できるんです

けど，細かいその器械がどうだったのかというのはちょっと素人には難しか

ったかなという感じがします。 

司会者 

 逆に言いますと，そういう分子がどうだこうだみたいな話というのが判断

に必要だったかどうかというところでは，どんな印象をお持ちですか。 

１番 

 それイコール判断につながるかというと，いろんなチップがある中の１つ

ですので，判断の材料としては，材料になったかならなかったかで言えばな

ったということですし，それによって被告人の見解も変わるというような中

身でしたので，それはそれでかなり重要な証拠だったのかなとは思っていま

す。 

司会者 

 ありがとうございます。４番の方の精神科医の方のお話を伺うというとこ

ろで，大体分かりやすかったというお話を伺ったんですけれども，特にこう

いうところがよかったとか，こういうところは何かそれでもまだまだだなと

いうか，そのあたり何かお感じになられたところはありますか。 

４番 

 その医師が信用できるかどうかという判断基準がなかったんです。当然弁

護人はその医師は信用ならんみたいな部分をちょっと言ったりする。けれど

も，時間をかけてやりとりしていただいたおかげで，この先生すごく信用で

きるというような判断を下すに至る理由があったり，あと先生の言ってるこ

とがすごく分かりやすかった。要は，責任能力がある，ない，それにこうい

う行動があってとか，事件を起こして，１年以上前に先生もその被告人と会
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っていたりするので，そのときの状況の話がすごくイメージが湧きやすかっ

たということがすごくよかったです。やっぱり専門用語なしではちょっと語

れない部分とか，特に責任能力というところで，それが障害なのか性格なの

かとかいろんなところに関しては，やっぱり人によって判断が変わる場合も

あるかなとは思ったので，もしかしたらその医師の方というのも複数人いた

ほうがよかったかもしれないですけど，それは時間的にもいろんな面で可能

かどうか分からないですけど。もしかしたら医師の方によっては違う見解を

持つ可能性も，可能性としてあるだけで，その先生がすごくよかったなと思

ってるほうなんです。ただ，二重化というか三重化にはなっていないので，

先生がそういうもんだと言えば，そうですとしか言えなくて。もちろん裁判

官の方とかが控室に医学の本とかを置いてくださったんですけど，それを見

る元気がなかったので。 

司会者 

 ありがとうございました。では，他の方で，私もこんな専門家の話を聞き

ましたということはありますか。 

８番 

 私の場合は精神科医の先生の方が３人立て続けに出てきた内容だったんで

す。検察官から２名で，弁護人から１名だったかな。どうしても薬剤の名前

が幾つか出てきたりしたんですが，たまたまという言葉を使わせていただい

たんですけど，私自身が割となじみのある内容があったので，評議に戻って

からも，ちょっと通訳係みたいな形で貢献できたかなというのがあります。

私の事件の場合だと検察官から出ている証人である共犯者が言ってることが

本当かどうかというのが争点だったんですけれども，そこの本質には残念な

がら至る内容ではなかったです。結果的には。ただ，その証人が，前に調書

として上がっているものと，その裁判のときの証言のときにおっしゃること

の内容が変わっている。けれども，その調書を書いたときに薬，睡眠薬など
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ですね，何か精神薬を結構たくさん服用されていらっしゃったということな

んですが，どうしてももうろうとしてしまうということなので，じゃあそれ

をどこまで加味するのかとか，そういうのもあるんですけど。 

司会者 

 今の話ですと，要するに８番の方の事件でも専門家の証人３人を続けて聞

いて，証拠の内容自体は，そのときに理解しやすかったとか，あるいは判断

しやすかったかということで言うと，８番の方自体は多少のそういうところ

についての知識があるから理解できたけれども，他の方は何かちょっと難し

いような感じだったということなんですか。 

８番 

 そうですね。その３人の先生の中でお一人，割と言い切る形で手短に，語

数も少なめに，そういう意味では分かりやすく発言された方もいらっしゃっ

たんですが，私からすれば，ごにょごにょ，ごにょごにょ分かりにくい言い

方をされた先生のほうがより核心をついていたりもしていたので，ただ分か

りやすければというのもちょっとまた違いますけれども。確かに分かりやす

いだけではいかがかなという印象があります。 

司会者 

 確かに今御指摘のあったように，理解しやすいということとそれが本当か

どうか，正しいのかどうかということの判断も的確にできるかどうかという

ところが，必ずやっぱりリンクした問題になってまいります。そういう意味

で言うと，単にすっきりはっきりさせればいいだけということじゃないと，

こんなことでしょうか。 

 次にですね，もう１つ特徴的なといいますか，難しさがありそうな事件と

いうことで，先ほど５番の方から通訳の入った事件，これはなかなかそうい

う意味ですっと入りづらいところがあると，こんなお話がありました。話を

聞くというのは，実際にはその方が体験したこと，経験したことを伝えてい
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ただくということなんですけれども，それに通訳が入ることによって，どん

な点で捉えにくくなったかみたいなところ，あるいは，それが入ってること

と，例えば聞き方とかそういう形で，こういうところを工夫すればいいのに

みたいなことでお気づきになったこととか，そのあたりをお伺いできればと

思うんですが，いかがでしょうか。 

５番 

 通訳が入るということで，プロの方が入ってらっしゃると思うんですけど，

一語一語で入る感じだったんですね。何とかですかと言って，はいと言った

ら，イエスと入って，じゃあそれはと，次はビコーズと入っていくような感

じだったので，どうしても途切れ途切れになってしまうというところがあり

ました。それが例えば証人尋問のときなんかは，余りそれが多いと，今何の

ことをねらって聞いてたんだろうとか，ちょっと考えが拡散してしまうよう

なところもあったので，そういったところは裁判員の集中力の問題とかもあ

るんでしょうけれども，ちょっと分かりづらいと特に感じたところです。あ

と，被告人質問についても，やっぱり被告人が発する言葉というのが結構大

事だと思うんですよ。その真偽は分かりませんけれども，その本人の言葉と

いうのをやっぱり大事にしたいのだけれども，それを直接，音としては聞け

るけれども，内容としては通訳を介したものを聞くわけで，そこのあたりが

何か本人の言葉を聞いてるわけじゃないんだよなという，ちょっと考えてし

まうところがありました。 

 ただ，逆に通訳のメリットというか，通訳が入ったことでよかったなと思

う点も１点ありまして，それは一個一個言葉ごとに通訳が入ることでまどろ

っこしくなるという話をさっきしたんですが，それだけ考える時間を私達が

もらえるということで，特に法廷の１日目などは，本当に私達素人が来て，

いきなり座ってくださいと始まるので，１日目のペースにはなかなか，もし

通訳がなかったらついていけなかったんじゃないかなと思うようなところも
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ありまして，慣れない頃には考えをまとめる時間にもなったので，そこは有

効に使えたかなというのがありました。 

 ちょっと話が飛んじゃうんですけども，１日目にいきなり本当の法廷に入

って始まるわけで，結構分からないこととかたくさんあるんですね。もちろ

ん評議室に帰ると，今のはこういうことでした，ああいうことでしたと詳し

い用語なんかも教えていただけるんですけれども，後で教えてもらうよりも，

やっぱり先にちょっとでも知っていると頭に入ってきやすさとも違うと思う

ので，最初にプリントなり資料とかで，よく出る法廷用語みたいなのですか，

そういうのがあってちょっと一読できたらもっと分かりやすかったなと思い

ます。例えば，伝聞という言葉とか，あと推認とか未必の故意とか合理的疑

いとか，甲号証・乙号証とかも急に言われると何のことだかとなってしまう

ので，そういったことなんかを事前にちょっとレクチャーしていただいたり

とか文で見ておく時間があると，もっと分かったかなと思いました。以上で

す。 

司会者 

 今５番の方からお話があったのは，いわゆる専門用語ですよね。これをで

きるだけ使わないで済むようにということをしているはずなんですけれど，

それでもやっぱり飛び交っちゃうというところがあったんですかね。ちょっ

と我々も気をつけなければいけないなと思いますとともに，仮に出てくるな

ら説明をきちんとする必要があるのかなとも思いました。ありがとうござい

ました。 

 それから，他の方，今お話しになった方もそうなんですけれど，多くの証

人から話を聞いた事件というのもあって，それがどういう位置付けなのかと

いうことの理解のしやすさ，あるいはそうじゃないところみたいなものもあ

るかもしれません。そういう意味で言うと，３番の方の事件でも，話として

は被告人しか知らない事柄になっちゃうんだけど，被害者の方の経営状態が
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どうだったのかみたいなことについては何人かの方にお尋ねになられてるよ

うですけれども。３人くらいの方に聞いてるんでしょうか。３人から聞かれ

た印象としてはどうでしたか。 

３番 

被害者の方のいわゆる関係者というんですかね，お店を経営されているの

で，そのお店のほうを任されている従業員の方，あとは御親族と，あと一緒

に生活されている方という形で，お三方証人尋問があったんですが，お三方

ともその被害者の経営状態とか生活状況，もろもろの周辺の状況を聞くとい

う内容のものでした。検察官の質問というのはすごくポイントを得ていて非

常に明確な御質問で，それに対しての証人のお話も非常にまとまっていて，

論点というのはすごくしっかりしてたんですね。嘱託殺人というところを問

われていたので，実際に死のうという意思が見受けられるかどうかというと

ころを判断していくというところだったので，その部分をしっかりととらえ

た内容で，非常に分かりやすく尋問が行われていたという印象です。正直言

って，先ほどもおっしゃっていたように，大体事件の経緯とか論点・争点と

いうのはいただく用紙の中で把握できるんですけど，それの逆に裏付けとい

う意味合いでも，証人尋問というのは非常に私のケースでは有効であったと

思っています。 

 ただ，今回私が携わった事件は，被害者の側の証人尋問のみということで，

被告人のほうから実際に証人が出廷されないということで，御家族のお手紙

だけがちょっと読まれた形になったんですね。親族の思いというのをお伝え

するような形のお手紙だけが読まれたので，それってある意味ちょっと一方

的というか，本当にあるものを伺うというだけで，何というんでしょう，そ

こに被告人が実際にそういう事件に至るまでの経緯とかそういったものとい

うのが，もう少し生の声で聞くことができたら，最終的な判決を出すに当た

っての判断材料としてはもう一つよかったのかなという印象がありました。
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特に，正直もう殺人をしているという事実は決まっていたので，それに関し

ての量刑というのを決めていくというのが争点だったので，その重さを決め

るときの判断基準が，ちょっとこう言ってはなんなんですが，被害者側のも

のはたくさん用意されていたんですけど，やはり被告人にとっても，なぜそ

こに至ったかという，いろんな諸事情があると思うんですね。もちろん犯罪

は犯罪なんですけれども。そこのところをもう少し考慮できる材料があった

らよりよかったなという印象で終わりました。以上です。 

司会者 

 ありがとうございます。やっぱり自分が判断する上で関心のあるところは

一番事情が分かる人から直接聞きたいというところがあって，それがちょっ

と今の点では満たされなかったところが心残りだと，こんな感じでしょうか。 

３番 

 はい，そうですね。 

司会者 

 ありがとうございます。それから，２番の方，６番の方の事件も，飲み屋

でその現場に居合わせた方の話を何人もお尋ねになってましたね。それぞれ

聞いた中で，こういうところが，たくさんから聞くということで分かりやす

くなった，分かりにくくなったみたいなところでお感じのところというのは

ありますでしょうか。あるいは，他の人の話があるものだから，それとの関

係でこういう聞き方をしてくれればよかったのにとかですね。そんなところ

で何かお感じになったところがあれば伺いたいんですが。２番の方いかがで

すか。 

２番 

 今の質問なんですけども，実際に証人に出てこられた方々は，自分が見た

こと，それから自分がやったことを言って，自分が見なかったこと，それか

ら知らなかったこと，それから自分がやらなかったことに関してはやはり一
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切それはやったとかやらないとかはっきりと言ってましたので，そういう面

で言うと，それぞれの証人の方々の立ってた場所，いた場所，動いた行為と

いうものが，証人サイドそれぞれはよく分かりました。これがまず１つで，

検察官が出したストーリーと，それから弁護人が出したストーリーで，やっ

た行為に対する時間的原因が全く逆転してるというのがやはり重要なポイン

トだったのかなというところで，そこのところがやはりよく分からなかった

というのがあります。ただ，その証人の方々は，やっぱり見てないものは見

てないんで，じゃあ多分こうでしょうと推測して話をするということは一切

されてなかったので，その点は違った面で分かりやすかったかなというのが

１つ。 

 それから，ある面では検察官のある種のストーリーに近い形に証人の方々

の話はつながってきたんですけども，でも，弁護人はそれは違うんだとおっ

しゃるんだけれども，じゃあどう違うんだということに関する反証というの

かな，それに対する証人の方々に聞くという行為に関しては，私の印象から

言うとほとんどなかったに等しいような感じでした。最後に最終弁論のとこ

ろで全体的にこの流れが違うんですよと出てきたので，実際最初から最後ま

で公判を聞いてた人間から見ると，いや，その前にその違うんだというとこ

ろをもっと突いたらどうだったんですかという印象をずっと持ってました。

この裁判に関して言うと，本当に僕は，何かその弁護人の方の気持ちが伝わ

ってこない。要するに，本当に犯人なんだろうけども，しかし量刑をいかに

下げたいんだったら，それなりのいろんな反論の仕方があったのかなという

のが，私にとっては非常に残念なところでした。 

司会者 

 １点だけ補足させていただくと，分かりいい，分かりにくいあるいは問題

に感じられた点というのはすごく分かったんですが，こういうところはどう

だったでしょうか。例えば何人かの方の話を聞いて，また同じことを聞くの
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かという感じじゃなかったわけですね。 

２番 

 それはなかったですね。むしろそれは，同じことであっても，それがこち

らにとっては分からないことでしたので，その点は非常に分かりやすかった

と思います。 

司会者 

 ありがとうございました。６番の方はどんなふうに御覧になりましたでし

ょうか。 

６番 

 実際に犯行が起きたときの同じ場面を，それぞれの証人の方がそれぞれの

目で見たことを語っていたので，それがものすごく，１つの事象に対してい

ろんなところからの意見が聞けたということは，とても分かりやすかったと

ころです。それなので，それぞれの証言がそれぞれを補足し合っているとい

うような，そういうところがあったので，そこはとても分かりやすくてよか

ったと思います。ただ，２番の方もおっしゃっていたように，弁護人からの

証人が１人欠席ということで一人もいなかったので，そちら側からの意見が

聞けなかったのは，やはりちょっとどうだったのかなというのは感じました。 

司会者 

 ありがとうございました。今は多くの別々の証人から１つの事柄について

たくさん尋ねるという話だったんですが，１人の人から長い時間聞くという

事件もあったようなんですけれど。８番の方の事件だと，重要な共犯者の証

人はかなり長い時間聞いたわけですか。 

８番 

 そうですね。おっしゃるとおりです。 

司会者 

 長い時間聞いてよく分かったとか，あるいはちょっとだれちゃったとか，
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何かそのあたりの時間とか，あるいはその人に聞く項目的なことで何かお感

じになったことなんかはありますか。重要な証人なのである程度かかるのは

しょうがないというところがあることを前提にした上でですね，何かその上

でもこういうところが気になったみたいなのがありますでしょうか。 

８番 

 まず，その証人の方が，ある意味自白，自供と言いますか，そういう形で

起こった裁判になりますので。その証人の方御自身のキャラクターになるの

かもしれないんですけど，とても明確な方でいらっしゃいました。ただ，い

ろんな彼の過去の状況において，その時々での彼の多分ベストだろうという

ことを行動に表すタイプの方であったので，結果的にころころ変わっていっ

たり，その自供の内容，供述内容が裁判のときでは変わっていたりというそ

ういうこともありますが。ただ，気になったというよりも私の個人的な印象

は，裁判のときに証言台で話しているその日そのときの御本人がいかに本心

で語っていてくれるかという，そこしかなかったんですね。結果的に，検察

官が出してくる証拠，弁護人が出してくる証拠，それも結果的に証拠になる

証拠かどうかというところから，やっぱり後からチェックしていかなければ

ならない内容でしたので。ただ，１人の証人の方が長かったからといって，

分かりにくいとか混乱したということは私個人的に言うとなかったです。 

司会者 

 ありがとうございました。それぞれの御担当になった事件の特色といいま

すか特徴みたいなところから，こんなことなかったですかという形でお尋ね

させていただいたんですが，そういうところを外してですね，こんなところ

でお気づきの点がないかということを伺っていきたいと思います。皆さんが

体験された証人尋問とか被告人質問の中で，なぜこの人からこんなことを聞

いてるんだろうというところで，あれっと思ったり，またこんなことを聞い

ても仕方がないのにとかですね，何かどうもしっくりこないなと思われたよ
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うなところがあったらお聞かせ願いたいんですけれども，いかがでしょうか。

あるいは，その人に聞いてる中で，ちょっとここはあんまり関係ないんじゃ

ないかとか，そんな感じがしたところというのはなかったですか。 

８番 

 結果的なんですけれども，先ほどお話ししました３人の精神科医の先生の

方々というよりも，弁護人からの主張の流れで証言台にその３名の先生方が

立たれたわけなんです。どうしても被害者の御家族の方に，露骨にちょっと，

何というんでしょう，ちょっとナンセンスな質問といいますか定義の仕方も

あったりしました。 

司会者 

 今，最初に御指摘のあったところが，共犯者の供述が本当かどうかという

ことに関係して，精神科のお医者さんに聞いたところというのが，何でこん

なことを聞いてるんだというところが分かりにくかったということなんです

か。 

８番 

 その精神科医の先生方が控えていて，病気だという主張だったんですけれ

ども，結果的に病気でも何でもないじゃないかというように途中で立ち消え

してしまって，弁護人からも，その主張も何かひゅうっと消えてしまったと

いう，そういうこともあったので結果的にということです。 

司会者 

 ありがとうございました。ちょっと話題を少し変えましょうか。実は今回

皆さんに一番聞きたくて，かつ傍聴席にいる検察官，弁護人も関心を持つと

ころかもしれないんですけれども，質問の技術ですね。答えを引き出すため

の質問の技術，それを皆さんどんなふうにごらんになっただろうかというと

ころを伺いたいと思います。その中では，まず皆さんが聞くときに，何を聞

こうとしてるのかなというそのねらいが分かって，それで答えを待ち受ける
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ような形で聞けるとすごく分かりやすいといいますか，なるほどなという感

じがあると思うんですけれど，何だろう，これという感じでやってると多分

そこは分からないままで，ひょっと出てきて，あっ，そうだったのかと言っ

ても，何か通り過ぎちゃうみたいなところがあるかもしれません。そのあた

りどんな印象，あるいはこんなところが問題じゃないかとか思ったところあ

たりを，どなたからでも結構なんですけれど御紹介いただけるとありがたい

んですが，いかがでしょうか。１番の方お願いいたします。 

１番 

 先ほどありましたように，証人の数が非常に多い事件だったという関係か

ら，質問をどんどんしていかないと期日に終わらないというような強迫観念

も持ちつつ，かなりたくさんの証人の方にいろんな質問をぶつけるというと

ころに焦点を置かれてやられてたかなという感じがいたします。それなので，

逆に言うと，質問を１つします，どうですかと，答えたくなければいいです

よ，じゃあ次の質問いきますというような，かなりのスピードで質問されて

いかざるを得ないという状況があったように，そうではなかったのかもしれ

ないですけど，こちらから見てるとそういう感じがしたというところがあっ

たので，期日の設け方も含めて，もう少し，もうちょっとそこを聞けないん

ですかという，それは弁護人も検察官も同じですけども，もうちょっと立ち

入って聞いてくれたらなというところは結構ありました。我々からも当然質

問もできるんですけども，結局我々は与えられた，もう出てきてるものから

しか推測ができないので，他の方で取調べの供述の内容とかとおっしゃって

ましたけど，供述の内容とかは我々は当然見てないというか，それ以前にど

う言っていたかというのは，言葉では前にこう言ってましたよねと質問の中

ではありましたけど，実際にどういう変遷になっていて，いつ頃どういう主

張に変わったかというのは分からない中でやっていたので，もっと詳しく聞

いてほしいとか，そこを流さないでもう一歩踏み込んだ質問してくれないか
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とかですね，そういうところは実は非常に感じました。 

司会者 

 今御指摘のあったもう少し聞いてほしいというのは，何というんでしょう

か，やっぱりそれはポイントについてということですか。それとも情報量と

して足らなかった，そういう御趣旨なんでしょうか。そこはいかがでしょう

か。 

１番 

 私が担当した事件については，一番最初のときに検察官から一覧表を示さ

れて，これを証明するためにこの方に伺いますと言われました。みんな記号

が振ってあって，今日これからお聞きすることは，何番と何番の証拠を立証

するためにお伺いしますというのを先に入れていただいて聞いていたので，

逆にそういう観点では，これを証明したいんだなと思いながら聞けたという

のがありますね。ただ，さっきのお話じゃないですけど，そこへ行き着くた

めにはもうちょっと深く聞いてほしいなというのがありました。 

司会者 

 どちらかというと，多くの情報をというよりは，自信を持って判断できる

ためのポイントを押さえたいということでしょうか。そこを何となくもうち

ょっと聞いてくれれば自信を持って考えられるのにみたいなところがちょっ

と足らなかったという印象があるんでしょうか。 

１番 

 まあそうですね。自信を持ってというよりは，質問の一つ一つの意味がど

うかというところがあるんですかね。何となく流した質問はとりあえずおい

といて，次の質問をどう理解するかという，すぐに移らなきゃいけないじゃ

ないですか。そこはもうちょっと時間が欲しかったです。 

司会者 

 あともう１つは，咀嚼時間という感じですか。 
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１番 

 あればよかったかなという気がします。 

司会者 

 他の方はいかがでしょうか。７番の方がちょっと切り口が違うのかもしれ

ませんけれども，いろんな他の証拠との関係というのが，必ずしも証人とか

被告人の話とかそういうところとは結び付いていなくて，後で組み上がった

みたいなお話がありましたね。 

７番 

 今の方とは逆で，今これについて判断するからこういう証拠が出てくるよ

ということが一切なくて，とにかく裁判所で見たことだけで考えてください

という話だったので，突然物が出てくるとか，突然写真が出てくるという感

じでしたね。それをもう一回持って帰って，どんなところが疑問だったとい

うことで質問したいこととかを，こんなふうなことを聞きたいんだけどとい

うときに，裁判員の人も是非質問してみてくださいというときに，どういう

言い回しをしたら相手の本音を引き出せるかというあたりは，裁判官からア

ドバイスを受けて頑張って一所懸命裁判員も言いましたし，それでも言葉が

足りないところは，私達の思いをうまく質問にして裁判官がフォローしてく

ださったので，私は聞いていて，そういう質問をしたかったんだよと，その

裁判官の質問の技術力の高さですか，さすがプロだなと思ったことは何度も

ありました。 

司会者 

 褒めてもらって大変ありがたいんですが。検察官，弁護人の質問ではちょ

っとかゆいところに手が届かないままになったということですか。 

７番 

 そうですね。やりとりの中では，だからこうなんですねみたいな結論はな

いんですね。どっちの道行きましたか。こっちです。じゃあ次の質問に移り
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ます。じゃあ，そっちの道行ったから有罪なのか無罪なのかというところは，

裁判所ではないので，それを胸の中に入れて，ああ，そうか，こっちの道行

ったんだというところで終わっちゃうので，それは評議に帰ってから，あれ

はどういうことだったのというのを合わせる感じでした。 

司会者 

 右に行ったか左に行ったかということの判断は，法廷でとれるという意味

ですね。 

７番 

 分かりました。はい。 

司会者 

 他の方からも，質問のねらいが分かりやすかったかどうかとかいうところ

はいかがですか。どうぞ。 

４番 

 障害を持ってる方に対して，検察官はちょっと言葉がきついという言い方

は変ですけども，被告人が質問の内容が分からなくて結局中断したんですよ，

何度も何度も。どうすればうまく中断しなかったのかという答えは持ってい

ないんですけど。被告人の障害の問題があって，うっ，うーんと悩んだ挙げ

句に何かちょっと不思議な行動があって止まる。こうならないような聞き方

ができるともうちょっとよかったかなというところがありました。初めて見

た事例だったので，障害のある方に対して供述が止まらないようにするとい

うことです。多分見ていた方はよく分かってると思うんですが。 

司会者 

 今のお話は，要は障害を負っている方に，何か尋ねてうまく話を引き出せ

るということから考えると，余りうまい聞き方じゃなかったということです

か。 

４番 
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 うまい聞き方じゃない場面が何度かあって，もちろん障害を持ってる方も，

妄想の強い人というか，言うことが後から頭の中で勝手に作り上げられたと

医師の方も言われるようなこともあるんですけども，何度も尋問が止まると

いう事象は，できれば何とか止めてほしかったというか，今後も続かないよ

うにしたいなと思いました。どうしたらいいかちょっと答えがないんですけ

ど，そういう研修を受ければいいのかどうかも分からないんですけど，質問

の何か，どうやればいいかというその行動，やり方ですね。 

司会者 

 ありがとうございます。他の方よろしいですかね。どうぞ。 

６番 

 担当の検察官がとても早口な方で，一度裁判長にもう少しゆっくり話して

くださいと言われた場面があったんですね。それでも話してるうちにだんだ

ん早くなってきてしまっていました。裁判員は素人ですし，その中で早口で

ばあっとまくし立てられてるみたいな質問の仕方を聞いてると，やはり入っ

てくるものも素直に入ってこなかったりということもありましたので，その

方個人の性格だったりの問題なのかもしれないんですけれども，やはりそこ

は素人もその場にいるんだということを認識した上で，もう少しこう，まあ

技術じゃないですけども，配慮していただくと，より分かりやすく聞けたの

かなとは思いました。 

司会者 

 ありがとうございます。他の方はいかがでしょうか。今度はペースとか早

口とかそういうところもちょっと出てきましたけれど。 

３番 

 非常にささいなことなんですが，検察官で女性の方がいらっしゃって，女

性の方はちょっと声量とかそういう問題もあるかと思うんですけれども，若

干聞き取りづらい場面が何か所かありまして，何となく言ってることは分か
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るんですけど，ちょっと詳細のところが聞き取り切れずに，それを一々私達

裁判員が，すいません，すいませんと聞くわけにもいかずに，ちょっと疑問

を持ったまま持ち帰って，評議室で他の方とこういう意味ですよねというち

ょっとすり合わせをするような場面もあったので，明快な形での話を進めて

いただけるとよりよいなというのは思いました。 

司会者 

 今出たようなお話は，むろん尋ねる側の問題でもあるとともに，当然裁判

所も分かる話ですので，すぐに注意を促さなかったところにも問題があった

のかもしれません。申し訳ありませんでした。 

 それでですね，ちょっと切り口を変えるんですが，皆様が尋問に臨まれた

ときは，証人であれあるいは被告人であれ，最初は検察官が聞けば，その後

違う立場から弁護人が聞く，あるいは弁護人のほうが先に聞けば，違う形で

また検察官が聞くと，こんな形で，交互尋問といいますが，やりとりがされ

て，片一方が基本的な情報を引き出して，片一方がその問題点をぶつけたり

すると，こういう仕組みになっていたかと思います。それが皆様の判断，理

解を助けたのか，あるいは，もしそこでですね，そうじゃなくて逆に混乱し

ちゃったみたいな点があったとすると何が問題だったんだろうかと，このあ

たりをちょっと考えてみたいと思いますが。何かそのあたりでですね，こん

なことがありましたというところで，皆様のほうで記憶に残っているエピソ

ード等あれば紹介していただきたいんですが，いかがでしょうか。あるいは，

何で違う形で聞いてるのか結局分かりませんでしたみたいなところはありま

したか。 

２番 

 今の質問につながるかどうかちょっと分からないんですけども，私どもが

やった裁判の場合，被告人が使った凶器というのが全くないんですね。どう

いう凶器だったかというのも，たしか被害者の方が１０センチ刺されてると
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いうことなんで，とりあえず医者の方から，１０センチ以上のいわゆる刃物

だろうと。それと鋭利な刃物であるということで，弁護人は，殺意はなかっ

たと，検察官は，殺意があったと。どんな刃物なんでしょうねというのが，

検察官と弁護人と，その長さがどのぐらいかとやってるうちに，どの程度の

大きさのもので，どうなのかというのが，その公判の中では多分２０センチ

ぐらいの刃渡りだろうという話になったわけです。そういう面で言うと，双

方それぞれ立場が違う中で，殺意がなかった，殺意があったよということを

言いながら，１つの形になるものを作ったという点では非常に分かりやすか

ったというのがありました。 

司会者 

 ありがとうございます。他の方はいかがでしょうか。 

５番 

 私の事件は，覚せい剤密輸の故意，運んだものが覚せい剤だったと知って

たか知らなかったかということでもめてたんですけれども，全体的に証人尋

問にしても被告人質問にしても，検察官からの質問というのは少し心に残っ

てますし時間もかかってたんですけど，弁護人からのほうの質問というのが，

何を聞いてたんだったかなとちょっと思い出せなかったり，あと何か実際に

時間もいつも最後の二，三分で，はい，結構ですみたいな感じで終わってい

たような気がしてまして，何かすごくボリュームの差がものすごくあったな

というのを思い出しました。実際に内容も，検察官はたくさん聞いてたんで

すけれども，質問していくに当たって，ねらいがよく分かるような質問，こ

れが聞きたくてこの人はこれを聞いてるんだなという質問が来ると，何か弁

護人のほうからすぐ異議が出てしまって，誘導だとか何とかってなって，何

か最終的には，事実確認みたいな感じのＱ＆Ａ，これは水ですよね，はい，

とかそういう感じの，何で今それをし続けるのかなというような質問になっ

てしまっていて，ちょっとそこは何だろうと思ったなというのを今思い出し
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ました。 

 私だけかもしれないですけど，一般的には事実確認というよりも，その内

容というんですかね，先ほど１番の方がもっと立ち入って聞いてほしいとか，

もっと踏み込んで聞いてほしいという言葉をおっしゃってたんですけど，そ

れを私も思って，法律的には見解とか認識とかそういった問題があって，そ

ういうことよりも事実を追っていくほうが大事なのかもしれないんですけど，

一般的に見たら，どうしてそう思ってやったのかとか，その理由とか気持ち

とかそういうところを，その真偽は分からないんですけれども，もっと聞き

たいなというのを感じました。何かしたことがあれですね？，はい，これで

すね？，いいえ，とかじゃなくて，どうしてこうしたんですかとか，何でこ

うなったんですかというような，理由の部分というんですかね，それがもっ

と聞きたかったなというのがありました。 

司会者 

 ちょっと時間の関係が押してきてしまいました。このあたりで検察官，弁

護人のお立場から経験者のお話を伺って確認したい点とか，あるいは別のと

ころでこういうところを聞きたいみたいなところがあればお願いします。 

松井検察官 

 本日は本当にありがとうございました。大変参考になりました。東京地検

の公判部で副部長を務めております松井と申します。本日テーマになってい

ます被告人質問とか証人尋問というのは，何というんですか，私どもにとっ

ても水ものといいますか，実際問題どういうことをお話しされるか，捜査段

階で聞いたことをそのまま話すとは保証されてないし，正直言って緊張しな

がら結構不安な思いでやっていたりします。やっぱり先ほどいろいろ厳しい

御指摘もあって，早口であるとかですね，声が小さいとかですね，そういう，

もっと内容面にも及ぶことかもしれませんけど，うまい下手みたいなのもあ

ってですね，結構検察庁の中でも証人尋問とか被告人質問をどうやったら上
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手にできるだろうというのが，今全体のテーマみたいな感じになってですね，

議論しているところなんですね。 

 また，証人尋問や被告人質問をした後に裁判員の皆様方から補充尋問をい

ただいて，結構それもすごく鋭い尋問をいただくこともあってですね，あっ，

ここが足りてないなというところで，先ほどやっぱりかゆいところに手が届

いてないというのも，そこで分かったりします。例えば検察官からちょっと

手を挙げさせてもらって，補充ちょっと１問だけいいですかという話をさせ

てもらったりとか，あるいは論告という書面にそれを落とし込んで，もう一

回説明し直させてもらうとか，そういう工夫もしているところです。本当に

本日は参考になりました。 

 私のほうから８番の方に１つだけ御質問させてもらえればなと思ってます。

共犯者の方の証言の信用性を判断するに当たってですね，検察官が聞くべき

なのにこれを聞いてない，かゆいところに手が届いてないというような部分

があったのか，あるいは弁護人の尋問で，すごい，これは効果的だったとい

うところがあったのかというところだけ教えていただければなと思うのです

が。 

８番 

 私はもちろん法律の勉強をしてませんし，本当にど素人なので。ただ，評

議の中で裁判官の方，裁判長も含めてですけれども，このケースだと現状の

法律制度に基づくとこうなるよ話がありました。例えば，今御質問があった

中の，尋問で検察官からのアプローチが足りないとか落ち度があったのかと

いうことに関しては，ちょっとまた違う次元といいますか，ちょっとまた別

物になってしまうような気がいたします，個人的には。 

松井検察官 

 ありがとうございました。今日はたまたまなんですけれども，１番の方の

事件の主任検察官が来てまして，せっかくですので１つ質問させていただい
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てよろしいですか。 

小松検察官 

 １番の方に聞きたいんですけど，証人が１３人いて，被告人自身がしゃべ

るのも３日間に及んだと思います。本日のテーマであるんですけど，長時間

の尋問ということで，３日間同じ人からずっと聞くこと，これについてどう

思われましたか。例えば３日間も長過ぎて，もっと１日にしてくれよと思っ

たのか，それとも，その辺はどうですか。 

１番 

 それについては全然長いとは思いませんでした。逆に，さっき言ったみた

いにもっと時間があればもっと時間をいただいて，いろんな質問を検察官も

していただけたらよかったかなというところは正直あります。 

小松検察官 

 人間の集中力というのは２０分とか３０分ぐらいしかもたないから，でき

るだけ尋問時間は２０分以内にしましょうとかですね，あるいは裁判所から

も長いからもうちょっと短くポイントを絞って聞いてくれないかというよう

なことを言われて，短く短くしようと思うんですけども，先ほど１番さん，

５番さんの話を聞くと，もっとかゆいところに手が届くことを聞いてほしか

ったというようなお話をされましたよね。だから，余り，情報量は少なくし

たほうが分かりやすいんだ，短いほうが分かりやすいんだというような感覚

でもないわけですかね。むしろ，聞き方で，その事件に沿った聞き方，うま

い聞き方をすれば，多少時間が長く，あるいはゆっくり目に聞いたり，ある

いはちょっと情報量が，ピンポイントだけ聞くんではなくて，それに至ると

ころを聞く，むしろそっちのほうが聞いてる人間とすれば分かりやすいんだ，

だから内容を絞るとか情報量を少なくするとかいうレベルでもないというこ

とですかね。 

１番 
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 恐らく事件にもよるんでしょうねということだと思います。証拠が物証も

含めてたくさんあるものと，そうじゃないものというのがあって，物証の少

ない事件だったら証言をある程度いろいろ引き出して聞いていくしかないと

ころがあって，今回の事件も実際の犯行の当日のその場面というのは推測を

含めて証言とかを組み合わせて証拠を積んでいかなきゃいけないという状況

だったので，そこについてはある程度振って，あとは質問についても，質問

の重い軽いというか，流す質問と，ここはぎゅっとつかまなきゃいけない質

問というのが恐らくおありになったんだろうなというのがあって，我々がも

うちょっとここを聞いてほしいなというところと，検察官がここをつかんど

けば大丈夫だと思ったところが若干ずれがあったのかもしれないなというの

はあります。 

司会者 

 弁護人のお立場からはいかがでしょうか。 

臼井弁護士 

 本日はありがとうございました。東京弁護士会の弁護士の臼井と申します。

刑事事件という立証構造的に，検察官が立証して，それに対して弁護士が反

論するという，そういうふうになっていますので，従前から弁護士側の尋問

というのはちょっと分かりづらいというような意見が割と多くあったところ

です。ただ，最近では少しずつ改善もされているのかなと私も思いまして，

皆様方から今お聞きした意見で更にちょっと精進できればと思います。 

 １番さんの事件のほうでですね，検察官のほうが冒頭陳述のところでかな

り事実を細かくリストアップして一つ一つ挙げていただいたかと思うんです

けれども，こういうようなものを使って証人尋問を例えば一問一問聞いてい

くと。そういうのの中で，いわゆるマーク式みたいな，チェック式みたいに

なってしまって，その事実が出てきたかどうかというのに執心してしまって，

供述態度の観察とか，その信用性判断までできたのかなというのがちょっと
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疑問でありまして，こういう冒頭陳述があったことによって，そういう影響

があったかどうかだけお伺いできればと思います。 

１番 

 そういう意味で言えばあんまりなかったかもしれないです。それに，これ

によって何か自分の思考が引っ張られることは余りなかったかもしれないで

す。逆に，この件に関して言えば弁護人が，弁護戦術というのか分かりませ

んけども，余り多くを語らない，法廷では多くを語らないという戦術をとら

れていたので，弁護人の証拠って極めて少ないですし，質問も少ないですし，

逆の対立軸を出してるんですけども，それに対するいろんな立証が非常に少

ない，曖昧なところをできるだけ残したいのかなと思わざるを得ないような，

そんな感じも，それは戦術としてあるのかもしれないですけども，そういう

感じだったので，逆にそっちをもっと頑張っていただいて出していただけれ

ばなというのが思いでございます。 

臼井弁護士 

 ありがとうございます。弁護士側として，疑わしきは被告人の利益にとい

うところがあるので，疑わしくさせて終わるというのも一つ弁護技術として

はありますということだけ。 

司会者 

 お待たせしました。報道の方のほうから御質問ありますか。 

甲社Ａ記者 

 ７番の方にちょっとお聞きしたいんですけど，取調べのＶＴＲが証拠とし

て採用されたということだったんですが，それは非常に分かりやすかったと

いうお話だったんですけど，もうちょっと具体的に，どこが分かりやすく，

どこがよかったかというところをお話しいただけますか。 

７番 

 以前の主張と今の主張とどちらかが必ず嘘をついてるわけですよね。まあ
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両方嘘かもしれないんですけど。どちらを信用するか，どちらが信用に足り

る事実なのかというのを聞くときに，そのＤＶＤの中では身振り手振りを交

えて，決して誘導ではなく，嬉しそうにと言うとちょっと語弊がありますが，

前向きに，生き生きとというか，ナチュラルに，普通にお話しされていて，

そして質問している，その方は警察の方だったと思うんですが，ちゃんと，

何々さん，こういう質問をしますよという感じで全然威圧的ではなくて，普

通に私達が会話をするような質問の仕方をしていて，その中で自信を持って

きちっと被告人がしゃべられていた。これは嘘をついてこういう態度をとっ

て身振りを交えながら話すかということを考えたときに，これは真実だと考

えられる，合理的にこれはこっちのほうが合ってるんじゃないかと思えたと

いうことです。 

甲社Ａ記者 

 逆にそのＶＴＲを証拠として採用されてないと，結構迷うところではあっ

たということですか。 

７番 

 基本的にもう話の筋がぐちゃぐちゃで，後で変えた説をとると合理的に説

明できない点が幾つかあったので，もしそのＤＶＤがなくても結果としては

同じ結果が出たんじゃないかなとは思います。ただ，より強く確信を持って，

これは確かに検察官がこれが真実だと思うに足りたのはこれがあったからな

んだなということをより強く分かったという感じですね。 

甲社Ａ記者 

 裁判員の方自らが，被告人質問なり補充質問なり，７番の方はされたとお

っしゃられてたんですが。いいですか，挙手でも。 

司会者 

 どうぞ。 

甲社Ａ記者 
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 自ら御質問された方，手を挙げていただけますか。 

 （１番，２番，３番，５番，７番，８番手を挙げる） 

 では，されたという方に，簡潔でいいんですけど，どういう疑問を解消さ

れたくてというか，意図ですね。例えば検察官なり弁護人が聞いてくれない

から自分でしようと思ったのかとか，そういう意図を手短にお話しいただけ

ればと思います。 

司会者 

 では，順番に今の点を伺いましょうか。 

１番 

 基本的には，多分皆さんそうですけど，真実は何かというところを一所懸

命その期間中は考えてるので，検察官なり弁護人なりの質問の内容が足りな

かったのかと言われればそうかもしれませんし，やっぱり自分の中で腑に落

ちないところを聞くということですので，単純に質問が足りないだけではな

くて，自分からこれが分かれば何となく腑に落ちるなというような内容を聞

いたというところです。 

２番 

 私も今の１番の方と同じです。私の場合は被告人に聞いたんですけども，

やはり自分なりに納得したいということが１つでした。 

３番 

 本当にお二人と同じなんですけれども，私の場合ちょっと数字的なものが，

経済的な裏付けのための数字がちょっとたくさん出てきて，その中でちょっ

と疑問があったところについて聞いたという形になってます。結局は実際の

ところどうなのかという真実を見るというところに尽きます。 

５番 

 私は被告人のそもそもの人となりのようなことを聞きたくて質問をさせて

いただきました。 
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７番 

 私も裁判に参加してあなたのことを一所懸命考えてるんだよということを

何か分かってほしかったという部分もあります。 

８番 

 ５番さんに通じるかもしれないんですが，その証言に立たれている御本人

が本心でお話しくださってるかどうかというのを私なりに見極めたかったと

いうのがございます。人となりにつながると思います。以上です。 

司会者 

 よろしいですか。 

甲社Ａ記者 

 大変参考になりました。ありがとうございました。 

司会者 

 時間があったらこの点もということで申し上げた証拠の中身ですね，本日

は主として証人あるいは被告人の話を理解するというところなわけですが，

その上で，先ほど来，裁判官の説明があって分かりやすかったというお話も

ちょっと伺ったんですけども，検察官，弁護人の冒頭陳述あるいは論告とか

弁論ですね，これがそういう証拠の内容といいますかね，どうしてこれを調

べるのかとか，どういうところに関わるのかとか，あるいは聞いて帰ってき

たときには，それを振り返る形でこういうことを言いたかったのかとか，そ

んな形でいろいろ触れられてると思うんですが，それが皆さんの理解とか判

断をどんなふうに助けたのか，あるいはあんまり助けてくれなかったなとい

うところなのか，そのあたりをちょっと伺ってみたいと思います。 

 その中でちょっと気になるのが，先ほど７番の方のおっしゃった，例えば

証拠物の手ざわりとか何かが，何でこれを触っとく必要があるのみたいなの

が最後に分かったところがあったんですけども，何かそのあたりで冒頭陳述

ですとか，あるいは検察官，弁護人の論告・弁論との関係で，こういう形で
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あったらよかったなとかですね，あるいはまあしょうがないのかなとか，何

かそのあたりで思われたところをお聞かせいただけますか。 

７番 

 冒頭のところは，検察官ももうほとんど紙を見ずに朗々と大きな声でやっ

てくださって，それに圧倒されて，これ１００％そうだ，このとおりだと思

った後，弁護人も本当に対抗して紙を半分見ないで，同じように朗々とされ

て，こっちも正しいんだと思って，どちらも大変分かりやすく，正々堂々と

されていました。一番私が裁判官から気をつけてと言われたのは，見聞きし

たことだけで判断をしてくださいと言われたので，出てくる証拠の順番も，

こういう順番で見てほしいんだろうなと思って，もうそれは詮索をせずに出

てきたとおりに理解をし，その見たことだけで判断をし，逆にその人の生い

立ちがどうとかそういうことは考える必要がない，事実だけを見て考えまし

ょうということを一所懸命言われたので，どうもテレビドラマみたいに，こ

の人の生い立ちはというところに興味が行きそうになるんですけど，そこを

一所懸命止めながら行ったというのが事実です。 

司会者 

 先ほどおっしゃった，例えばバッグとかそういうところが腑に落ちるのは

最後だったというお話がありましたよね。それって何か前にこんなところに

気をつけて見てくださいみたいなにアナウンスがあったらよりよかったなと

か，あるいは，最後に正解，何となく推理小説的にですね，ああ，こうだっ

たのかみたいに分かったほうがいいのかみたいなのは，何かお感じになった

ところはありますか。 

７番 

 最終的には推理小説のように最後まで行って分かってすっきりしたんです

が，それであっても，決められた証拠でそれ以上の証拠は求めてもないわけ

ですよね。裁判員として誘導されてるような感覚もなくはなかったので，む
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しろ事前に何の知識もなく見せられたことのほうが，自分で考えて，あっ，

これは自分で出した結論だという感覚がより持てたので，結果的には良かっ

たと思います。 

司会者 

 ありがとうございます。他の方で，冒頭陳述とか，それから論告・弁論と

その証拠との関係ですね，こういうところで理解を助けられたとか，あるい

はよく分からなかったとか，何かそんなところでお気づきとか，あるいは記

憶に残ってるところがあったら御紹介いただきたいんですが，いかがでしょ

うか。 

５番 

 冒頭陳述は検察官からＡ４が１枚と，弁護人からＡ４が１枚のそれぞれ１

枚ずついただいてて，様式も全然違うんですね。片やワードでべた打ちみた

いなのと，片やエクセルというか表が使ってあるような感じのもので，これ

って別に規格というのはないんですか。 

司会者 

 それぞれが工夫して分かりやすく伝えようということで，その事件で工夫

した結果が出てきてるんだと思いますが。 

５番 

 そうすると結局見せ方とかも，心証で判断してはいけないんでしょうけれ

ども，プリントもそうですし，実際の最初のお話も，ちょっとプレゼン力大

会というか，検察官と弁護人のプレゼン大会みたいになってしまって，見せ

方の上手下手とか，感情のあおり方，演技的な要素も含めて，そういうのに

よってちょっと左右されてしまうこともあるんじゃないかなと思ったんです

ね。裁判員というのは一般市民といわれてますけど，その反面，この世界の

法律の知識も経験もない素人なので，だからこそそういったことに左右され

ちゃう人もいるんじゃないかなという危険性を感じまして。例えば，冒頭陳
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述に関しては，様式みたいなのを決めておいて，何か概要を書いて，どっち

側の主張と書いて，相手側の主張がこうなのでこっちはこう思いますみたい

に，何か様式とかが決まったものをとりあえず作っておいて，あとプラス１

枚は自由に資料をつけていいみたいにしたほうが，何か公平なのかなってち

らっと思ったんですけれども。そういうちょっと見せ方で結構左右されるん

だなというのも，今回裁判員をやってみて気がついた点だったのでちょっと

話してみました。以上です。 

司会者 

 ありがとうございます。どうぞ。 

牧野弁護士 

 第二東京弁護士会の牧野といいます。本日は御苦労さまです。本日の尋問

で分かりやすかったかどうかに関して２つポイントがあって，結局尋問で得

たことで，だからどうなのという疑問で，もっと突っ込みたかったとかいう

ことと分かりにくかったということ，それからもう１つ，１番さんを中心に，

もうちょっと情報量が欲しかった，例えば１番さんは多数の証人を調べなが

ら更にもうちょっと証人に聞けたはずで聞きたかった，裁判所にお願いして

一度終わった尋問を更に質問を加えたということもあって，その２つに関連

して質問しますので，お答えできる方はお答えください。時間がないので手

短にやりますけど。 

 まず，何を聞きたかったのかよく分からなかったというのは，例えば７番

さん，右へ行ったと分かった，だからどうなのというような疑問に対しては，

例えば主尋問のときには，これからこういう趣旨で聞きますというのがあら

かじめ言えますが，反対尋問のときに，これからこういう主張を潰すために

聞きますとは言えないので。模擬裁判のときに我々が工夫して裁判所の了解

もあって，主尋問が終わった時点で，簡単に１分間だけ証拠弁論というのを

やったことがあるんですね。反対尋問が終わった段階で，皆さん記憶が新た
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なうちに言っておきますが，証人は反対尋問でこう答えました，これは非常

に重要な事実で弁護人側の主張しているこれに直結してますと，忘れないで

くださいとやって，評判はよかったんですけど。そういうのを賛成かどうか

というのが１点。 

 それから，１番さんの質問のように情報が足りないという意見も逆にあっ

て，これは裁判員経験者の方からもよく出てきて，予備日を設けてもいいか

ら，絶対あの証人がいるはずで調べてほしいというような場合には，予備日

を作ってでも証拠調べをやったほうがいいという意見もあるんですが，その

２点に関してどなたからでも御意見をいだたければと。 

司会者 

 今の２点について皆さんの率直な感想といいますか，そういうところをお

聞かせいただければ。どなたからでも結構ですが，いかがでしょうか。 

１番 

 今の御意見，基本的にはよろしいんじゃないかというのが私の感想です。

それなので，弁護する立場からすると，なかなか反対の証拠を出しづらい事

件というのが多いのかなとか，反対の証人を連れてくるというのも難しいか

なというのがあるので，そういう多分細かい証言をやっぱり積み上げていく

という作業に，業務としてはなると思うので，そこはよろしいかなというふ

うに思います。それを我々が聞いて，それが確かに重要なものかどうか，ど

う思うかは別の話だと思いますので，弁護する側からするとそういうものが

重要ですよと訴えられるのはいいかなとは思います。 

 あとは予備日の関係ですけれども，当然，検察官からもありましたけど，

一般の人間を呼ぶので期間を短くして質問は短くして簡潔にという風潮の中

にあるので，なかなか一般の人を，今のやられてる裁判員裁判じゃないです

けど，３か月とかというと参加者もなかなか少なくなるとかそういうのもあ

るとは思うんですが，公判前整理をある程度した中で短くしている関係があ
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るので，実際携わってみると，やっぱりもうちょっと欲しいなというのは率

直な意見としてあります。最終的には私が携わったように求刑が最終刑にな

ってしまうような事件にも携わっているので，その辺はやっぱり真実はある

程度腑に落ちるところまで確認したいというところはどうしてもあります。 

司会者 

 よろしいですか。 

牧野弁護士 

 はい。ありがとうございます。 

司会者 

 ちょうど時間になりました。私の進行の不手際で，本当はもう少し踏み込

んで議論しなければいけないところはあったのかもしれませんが，御協力い

ただきまして皆さんから率直な意見を承ることができたかと思います。これ

を参考にまたこの制度の運用を見直すところは見直して，よりよいものにし

ていく努力をしたいと思います。本当にどうも本日はありがとうございまし

た。 

以 上  


